
第8分科会

山と森を守る労働看つくる

田中茂（国民森林会議）

　「山と森林の役割はますます多様で重要とな

ってきたが、そのなかで労働力の確保は大き

な課題であり、その対案の緊急性と新しい労

働のあり方による再生の必要性が求められて

いる」というのが分科会の呼びかけである。

　討論の流れを次のように準備した。

　いま伐らない、伐っても植えない山がふえ

ている。木材とくに立木の価格が安い、この

情況はしばらく変わらないという林業の現状

と将来への挫折感が、深まり広がっているか

らである。森は大事だという世論がかってな

い広がりを見せているだけに、この格差は阿

とも奇妙であり、また問題である。

　35年前に木材の貿易自由化は完了し、世界

の森喰虫といわれながら、輸入材が首位を占

める外材主導時代が30年間も続いている。安

いということでスギを競合していた米ツガは、

いまではスギより高くなり、木材の自給率は2

割を切った。昭和の大造林で日本の森林蓄積

は、毎年7，000万m3もふえていながら、2，000万

m3しか伐らない。いや伐れないのである。日

本は森林を温存しているといわれる所以であ

る。

　若年層を中心に林業就業者の減少は著しく、

さらに高齢化の進行は林業労働力の確保難が、

崩れ寸前といわれる山村の過疎化とあいまっ

て深刻な事態が続いている。

　そうしたなかでこのlo年、1ターン、Uター

ンなどの新規参入者が見られるようになった

が、その8割が他産業からの転職者である。し

かし92年から95年にかけて、新規参入者の1／3

が離職しており、その最大の理山は賃金と社

会保障の水準が低いからであるという。

　1961年と98年における木材伐出作業者の賃

金は、16倍に上昇したが、スギの山元立木価

格は同じで、そのため森林所有者自身による

伐採＝自伐がふえている。立木価格＝1に対す

るぎりぎりの対抗策であろう。

　森林組合は作業班員を雇用し、造林と素材

生産を事業の柱としてきている。しかし、立

木価格が0に近づく情況では、組合員＝森林所

有者の取分を確保できにくくなる。

　国有林は面積では1／3、蓄積で1／2を占める大

経営体であった。しかしいま、蓄積では1／4を

占めるまで減り、伐れる木はへり、予算も労

働者数も大巾にへり、管理すら覚束ない状況

下にある。

　他方、手入れ不十分、放棄同然になった森

林と環境悪化に対して、市民、漁民など林業

関係者以外による森づくりの動きが各地でみ
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経営基盤の強固な事業体の育成が今後の重要

な課題と考えます。さらに言えば、森林施業

以外の分野、例えばバイオマス利用や林業体

験型ツーリズムの導入など、森林をフィール

ドとした多様な事業の起業などにより、広い

意味での林業の振興や山村地域の定住化に資

することも可能でしょう。

　現在、林野庁では林業基本法等の見直しに

取り組んでおり、林政審議会による報告書で

は、就業者の確保・育成については、多様な

ルートを通じた幅広い人材の確保、高性能林

業機械の導入や施業の集約化等による生産性

の向上と安定的な事業量の確保、作業システ

ムの改善、中小事業体への安全指導等の推進

等の安全衛生対策がうたわれています。今後

はこれらの方向に沿って各種制度の整備や具

体的な支援策を進めていくこととしています。

2．持続可能な森林管理と労働

小田米ハ（全林野労働組合）

1）林業労働力の現状と生産関係の変化

　林業労働者は、国内林業最盛期には44万人

を数えたが、平成17年には4万6千人まで減

少・高齢化すると推定されている。

　日本の資本主義の発展過程で、森林と山村

住民に対する収奪と搾取の関係も変化してき

た。明治時代に入り、森林法等の法制化を含

め、森林の所有形態と施業（森林の扱い）の

体系化や、採取的林業から育成型林業への転

換の中で、林業に携わる人々の賃労働化と専

業化が進んだ。

2）日本林業における労働運動

　日本労働運動黎明期の1903年、奈良県川上

村に日本最初の東川（山林）労働組合が結成

された。この組織は、庄屋制度のもとで不安

定雇用と低賃金を余儀なくされ、人権を無視

されてきた労働者の戦いの出発点となった。

国有林では、戦後の「民主化」政策の下で

1945年に農林省刷新会が発足。現場では、

1946年に高知・熊本で従業員組合が結成され

た。1947年の林政統一を受けて、国有林にお

ける労働組合づくりが本格化した。

3）国有林労働者の戦い

　1953年、事務と現場の労働者が大同団結し

て現在の全林野労働組合を結成した。国有林

労働者は、国公法・公労法適用の公務員であ

ったが、現場労働者の身分・雇用・賃金・労

働諸条件は、山村社会に温存されていた半封

建的な杜会関係に規制され、劣悪な状態にあ

った。定員内外職員の差別処遇撤廃闘争は、

現場労働者の人権闘争（牛馬から人間へ）と

して取り組まれ、1978年に「通年雇用・月給

制」の基幹作業職員制度を協約化させた。併

せて、森林の生態を無視した大面積皆伐や除

草剤散布による山荒し・環境破壊を許さない

戦い、要員削減と組織の統廃合等の合理化に

反対する戦いが取り組まれた。また、一次産

業切捨てと木材輸入白由化政策により衰退す

る国内林業と山村の再生、及び林業労働者の

杜会的・経済的地位向上等の林政民主化の取

り組みを継続している。

4）林業労働、その視点は何か

　民有林・国有林を含めた林産業の構造的不

況要因のもとで森林管理は後退し、国有林の

徹底した要因削減と、民間林業労働者の劣悪

な労働環境は、労働力と技術の継承を困難に
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している。現在、森林・林業政策の見直しの

検討が進められているが、労働力問題が主要

な課題であることは明白である。21世紀の林

政では、森林の多様な機能と守り手としての

林業・山村、その担い手の林業労働者を市場

競争原理になじまないものとして、環境的・

杜会的・経済的に位置付けなければならない。

3．地域林業と山村の活性化をめざして

佐藤　明（静岡県龍山村森林組合）

　龍山村森林組合は、1958年から素材生産・

造林保育事業等の経済事業をはじめたが、す

でにそのころから新規学卒者を中心に、山村

人口の都市への流出が現れはじめて、1961年

には、当村においても新卒者が村に残らず都

市部への流出が顕著となり、林業の将来を展

望した時労働力確保が、林業経営に大きな課

題になるのではないかと、当組合では林業労

働力の組織化を打ち出し、山で働く人たちの

身分保障、所得の安定的向上を目標に1962年

趣旨に賛同してくれた107名の人たちで龍山村

森林組合作業班を結成し活発な事業展開を行

うこととなった。しかし1965年になると、高

度経済成長とともに若年層を主体に労働力の

流出、外材攻勢等は予想をはるかに越える勢

いで進み、林業に危機感が漂い始め、特に労

働力確保の必要性が痛感され、その対策とし

て婦人層の所得機会を含めた事業の多角的経

営が必要になった。そこで、内職事業をはじ

め、専業で働く人たちの縫製工場、農林家の

花木生産指導と販売等、地域の婦人を対象と

した所得機会をつくり、また土木班の結成や

間伐材の有効利用を図るための小径木加工施

設、住宅部門をつくって建築設計施工を行う

等の雇用機会の創出をするなど、多角的経営

を行い雇用の安定を図る」方、林道・作業道

の開設等村の振興に取り組み、林業の生産基

盤の拡充に努めてきた。

　若年労働力の確保については、1978年に大

学卒などの若者を中心に新規採用者を確保で

きて、1981年に大学卒等の若者6名を採用、そ

の後毎年1ターンの若者を中心に新規採用者を

確保できたことを受けて、1981年に後継者養

成施設をつくり、若者の受け入れ態勢を整え

たることができた。しかし、結果として今日

1999年末までに採用の若者は86名に達したが、

内59名が退職、戦力は27名という定着率の問

題や、ベテランとして活躍してくれた多くの

従業員が定年域に達していることもあり、い

まなお担い手確保は必要になっている。

　現在、昨今の林業・木材産業は、木材価格

の低落、需要構造の変化等により極めて深刻

な状況になっており、林家の経営意欲は著し

く減退し、森林組合従業員の事業確保が困難

な状況にもある。さらに改正建築基準法が昨

年5月施行に続き、今年は住宅の品質確保法が

去る4月施行となり、新築住宅の構造材等につ

いて住宅供給者側に10年間暇疵保証が義務付

けられたことに伴い、我々林材業界にも新法

に見合った製品の供給が問題になり、割れや

狂いが生じにくく強度と耐久性の増す乾燥材

の供給が必須の状況となったが、乾燥コスト

を販売価格に転嫁できない現在の厳しい悩み

がある。

　以上、今後の対応に悩みながら、人間生活

に、地球環境にやさしい「無垢」の国産材の

需要拡大を夢見つつ、毎日とりくんでいる。
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4．林業における新規就業者の現状と問題点

田村早苗（東京大学大学院農学生命科学研究科）

　林業就業者は1955年50万人を超えていたが、

90年には11万人となり、95年には9万人を割っ

ている。推計ではこの傾向が続けば2050年に

は2万2千人に減少するという。また、60歳以

上の占める割合は全体の4割近くに達してい

る。

　このように深刻化する状況の中、1990年代

に入り森林組合を中心とする雇用労働におい

て若年労働者の新規就業が見られるようにな

った。現在、その数は森林組合作業班全体で

は1割に過ぎないが、30歳未満層で7割、30歳

代で3割以上を占めており、若年層において新

規就業者は中心的存在となっている。

　新規就業者は町内・周辺市町村の転職者だ

けでなく、新卒者や都市部からのUターン、I

ターンも少なくない。この動向は、それまで

の不安定な雇用、低賃金、低位な労働条件を

払拭し、社会保険制度・退職金制度の整備や

月給制の導入など雇用の安定化を目指した取

り組みの成果と評価され、林業労働の組織化

が「戦後型林業労働力」依存から新たな段階

を迎えたとして、大きな関心を集めた。

　特に都市部からの参入者は、経済的な意味

での労働条件のみに固執せず、別の生きがい

と調和を求める人も多い。労働と生活・ライ

フスタイルを主張を持ち、行動選択の自由度

を重視する点がそれまでの林業労働者と本質

的に異なっている。彼らは都市で生活してい

たときに比較して、自由に使える時間を多く

持ち、身近にある自然を生かして自律的に余

暇を過ごすことが可能となっている。収入は

大きく減少したものの、基礎的消費が少なく

て済むために選択的消費割合は増えており、

生活水準が低下したという人は少ない。

　また、林業労働は生命ある植物相手にして

多種多様の地質、地形、さらに現場の移動性、

季節、気象などにより作業の条件と内容が異

なってくる。作業方法は個人の裁量に依存す

る部分が大きい。3Kとも称される林業労働で

あるが、作業の独立的遂行、頭を使う熟練労

働という側面ももつ。林業への新規就業者の

増加は、林業労働における生活の自律性、労

働の自律性が注目された結果ともいえるので

はないだろうか。

　しかし、新規就業者の増加傾向が見られる

ようになってから10年余りが経過した現在、

問題も顕在化しつつある。今後はこれらの問

題点を解決し、定着のための取り組みが特に

重要となってくるだろう。新規就業者の動向

が今後の林業労働を左右すると言っても過言

ではない。

5．森林の市民的管理と家作りについて

山田　純（酒匂川流域グリーンフォーラム）

1）森林を支える新しい枠組みとNPOの役割

　森林・林地を、公益的な機能を根拠に杜会

的な形で支える方向が打ち出されたが、この

ことは、森林の支え手が流域社会や都市市民

に広がること、NP0の役割が大きくなること

を意味する。

　市民が、利用料や税といった枠を越えて、

具体的に森林に関わる場合、組織化された市

民、法人の構成員として関わる必要がある。

浮動性という弱点を出せば、現状よりもっと

ひどい荒廃をもたらす場合もあり、関わる権

利を失う。市民参加を見つめる地域杜会の目

90



●●●●●●●●○●●●●●●●●●●

は決して温いばかりではない。また、現況の

調査や評価、管理計画の立案などに関わるこ

ととが重要である。現業労働に従事する場合

は、研修を受け、新しい施業組織の一員とな

るとともに、待遇の改善を図る必要がる。一

般には、流域杜会に森林とその労働の意味を

伝達する役割や森林空間や木材の利用の側面

での役割が大きい。

2）酒匂川流域グリーンフォーラムの取り組み

　私たちは、富士・西丹沢を源流とする酒匂

川流域の環境保全の分野でこれまで10グルー

プを立ち上げ、その前進をはかってきた。森

林関係では、調査、提言、里山の市民的利用、

素材性産業への若者の送り込み、そして家作

りに取り込んできた。

　日本に多い小規模な山林経営では、百本単

位で伐出すれば、生態系への影響は避けられ

ない。都市近郊に多いという条件を生かし、

森林空問・林産物の市民的利用を図るほか、

多様な樹種の利用が可能な家具材としての利

用を図るのが適当と考えられる。

　比較的に規模の大きな山林では、やはり建

築（構造材と造作材）やパルプの利用が主体

となる。建築では、地域の天然素材の利用

（混用）が指向され、良質な住宅の需要が高ま

ると考えられる。構造材では地方都市の持ち

家需要が中心となるが、その場合、地震・台

風にも強い伝統的な民家建築のよさが再評価

される必要がある。合板主体の家やツーバイ

フォーの家は湿気や釘の劣化で急速に弱くな

る。品確法と立ち向かえるような啓発・立証

作業が欠かせない。伝統的な民家の多くは大

径木をしっかり組むが、今森林が間伐を必要

としていることを考えると、むしろ間伐材を

数奇屋技術などを活用し、乾燥はもちろん、

強度や耐久性に優れたマルのまま外構等に使

う必要がある。現場作業の簡略化と技術者集

団の育成、オープンシステムの採用、相続税

の立替ができるほどの資本準備なども必要で

ある。

6．21世紀の林業労働と労働者協同組合

一山村の仕事を雇用につなげる協同組合の役割一

菊間　満（山形大学）

1）山村労働と林業労働

　山村は人口では我が国全人口の4％に過ぎな

いが、林野面積では62％を占めている。この

地域の国土資源の適正な管理なくして、下流

の都市の存在はありえない。山村は歴史的に

は平場農村よりも商品経済の展開が早く、広

汎に自営、雇を伴う雑業層が展開した。林業

労働は山村労働の一部分であった。しかし、

現在の林業問題の起点となるのは1960年のエ

ネルギー革命による山村薪炭生産の解体であ

る。これ以降、公共事業の一環としての造林

政策、木材産業政策の展開等により、山村の

雇用問題は林業の雇用問題に単純化された。

2）山村の雇用・矢業問題の現状

過疎の多い県（秋田、山形、山梨、和歌山、

島根、高知、大分、宮崎、鹿児島）の新規、

有効求人倍率は全国と比較して依然として低

いが、格差は減少しつつある。しかし、新規

学卒者（高卒）求人倍率の格差は一層大きく、

また県内就職率の格差も依然として大きい。

総じて、若年層の雇用・失業問題が山村では

相対的に重要性をましている。こうしたこと

を裏付けるように、林業先進地である京都府
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の山村地域では、高卒者の就職先がないため

やむを得ず大学進学をし、教育費が家計を圧

迫したため、主婦が一日、三ヶ所のパートを

するなどの状況さえ見られる。

　一方、森林、農地等の山村インフラの管理

を含めた、「居住」や教育の課題は高齢者のシ

ャドーワークに支えられている。

3）林業の構造と協同組合運動

林業は、国有林や」部の大規模所有などから、

0，1haの民有林保有者までも事業体と想定し

た、農業と比しても大きな格差構造をもつ。

したがって、所有を軸にした協同組合運動は、

相対的に困難な状況にある。また、木材産業

の構造も紙パルプ大企業から、中堅企業の合

板、中小企業の製材、零細企業の素材生産

（伐採）、造林事業体などと、独占から家族経

営を含むピラミッド構造にある。したがって、

この分野でも資本を軸にした協同組合運動は

総体的に困難である。しかし、山村と林業は

労働者化の進んだ地域であり、産業分野であ

る。労働を軸にした協同組合運動の可能性は

他分野と比較しても人きい。

4）山村・林業労働の将来と

　　労働者協同組合の課題

　森林を巡る経営のあり方が転換しつつある。

例えばロシア沿海地方では、従来の木材生産

から、非木材的森林経営の重要性が指摘され、

小規模経営（「コテッジ・インダストリー」）

の役割が見直されている。同時にこうした森

林を管理する主体たるコミュニティーの役割

は特に強調されるべきである。山村コミュニ

ティーの維持は「限界地集落」の消滅が近い

わが国では特に重要であり、山村コミュニテ

ィーの維持主体たる高齢者の仕事を雇用につ

なげてゆく課題は大きい。仕事を雇用につな

げる役割は、多くの自治体が3セク赤字で悩む

中で、山村の協同組合としての労働者協同組

合に委ねられていくだろう。

質疑、討諭をまとめ

　林業労働問題についての分科会は始めとい

うこともあってか、参加者は20数名と少なか

ったが、報告者は行政、労働運動、市民運動、

研究者各方面からすぐれた問題意識をもった

方々が担当し、内容のある報告と質疑が交わ

された。内容としては、林業労働のあり方が

中心的問題ではあったが、日本林業の山村の

現状が、長期にわたる構造的なものであるた

め、報告と質疑も多岐にわたるざるをえなか

った。質疑の初めは、住宅用木材についてで

あった。佐藤氏からは、昨年からの改正建築

基準法、住宅の品質確保法の施行、乾燥材が

必須条件となるなかで、国産材市場がさらに

せばめられている現況が報告され、山田氏か

らは市民グループが地域材を活用した家作り

に挑戦している実践を積み重ねている実例が

報告された。これに対して参加者である矢間

秀次郎氏（ATT研究所）から、ヒノキ、青森

ヒバの無垢材と漆喰壁を使ったシックハウス

にならない住宅の紹介があった。これについ

ては、菊間氏は別の所で、わが国ではアメリ

カの住宅市場の開放要求により、住宅建築木

材に関する国内の諸法規、諸制度などの変更

が、「規制緩和」を軸に強引に進められ、居住

に関するわが国の文化と主権は危機的状況に

あるという報告（立命館経済学第47巻第5号）

もあり、さらに敷桁してもらいたかったが、

時間がなく割愛せざるをえなかった。

　田村氏は報告のなかで、新規就業者につい
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て労働条件の充実に努めることは定着率を高

める重要な要件であることは論をまたないが、

離職せず定着しつつある人たちに、森林作業

についての創意工夫へのインセンティブが高

いことが紹介された。このことは田村氏が林

業については、作業の独立的遂行、頭を使う

熟練労働、労働の自律性が注目されるとのべ

ていることと関係しており、雇用労働のなか

で、自分たちの仕事をつくり出していく「協

同労働」の基礎的要件が林業労働には存在し

ているのではないかと考えられる。山田氏か

らは、林業で1人1日当たり2万円、さらに5万

円の賃金を稼ぎ出している自営業者の例が紹

介されていたが、以上の点に関連して労働者

協同組合の可能性についての議論展開したい

ところであった。

　また、参加者の石山豊氏（全林野労働組合）

から、「林業については三省協定賃金があるが、

同じ屋外労働でも、建設業などに比べて安い。

龍山村森林組合ではどうか」との質問があり、

佐藤氏からは「地域基準賃金協定協議会に基

づき、日給月給に出来給を併用し、個々には

作業班長と課長からなる格付会議で決定して

いる」との説明があった。立木価格が極端に

安くなって、組合員＝森林所有者の取分が少

なくなるなかで、作業班員の生活を保障しう

る賃金を支払いうるか、組合当事者の苦労が

多い時代である。

　笠原義人氏（宇都宮人学）からは、国有林

の実態、環境監査をふくむ国有林の情報につ

いて質問があったが、時間切れもあって十分

な討議がつくせなかった。

　討議として深められなかった林業労働と労

働者協同組合の問題について、最後にふれね

ばならない。山村は、菊間氏がいうように、

地形をはじめとする多様な白然地理的条件か

ら自営、雇用を伴い雑業層が形成されてきた

地域である。資本主義経済の山村への波及は

は、未分化の状態を残しながら、農業と林業

の産業的分化をひきおこしてきた。しかしグ

ローバルリズムとよぶ国際化した資本主義の

中で、山村が生き残る道は、地域経済と家庭

経済を軸とする対抗戦略を打ち立てることで

あろう。そこに菊間氏がいう山村の多業種構

成に基づく山村の協同組合としての労働者協

同組合の出現する必然があると思う。業種別

協同組合である農協、森林組合の広域化がす

すむ過程で、生産過程を担う労働組織である

農業実行組合、あるいは森林組合作茉班など

の労働者協同組合への編成替えもその一つで

ある。（田中言己）

11…σ　一　　口　．

富田孝好さん（日本労協運）

「21世紀に向けて」この言葉を思い出すことに、

私目身は何をしなければならないのだろうかと、

協同集会を通して考えさせられました。第8分科会

は、田中先生とこ1一緒に企画から運営まで進めて

きました。当日にも紹介させていただきましたが、

私目身は今年7月に韓国「生命の森運動」の方々と

の出会し、がこの第8分科会のテーマを考える上で非

常1こ刺激になりました。各パネラーの皆さんの報

告をお聞きして、この日本で、私たちの愛する日

本を守るため1こ多くの人々の協同と行動が必要で

あることを改めて学びました。分科会でこ1一緒し

た皆さんと多少でもこうした思し、が共有できたの

ではないかと感謝してし、ます。2年後にまた豊かな

実践を集め交流しましょう。
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